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▲こいのぼりが泳ぐ史跡中宮寺跡歴史公園をお散歩

こんなことが決まりました
令和８年度予算を審査
６人の議員が一般質問を行いました
委員会のうごき
本会議での討論
斑鳩町議会傍聴規則を改正しました
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 ⑤ページ
 ⑩ページ
 ⑬ページ
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3月定例会



❷

こんなことが決まりました

第1回 定例会
令和８年２月２７日～３月２４日

定例会の案件 結　果付託先

条
　
例

令
和
７
年
度
補
正
予
算

令
和
８
年
度
予
算

承
認
認
定

人
事

報
告

発
議

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、
勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について
斑鳩町の一般職の職員の給与に関する条例及び斑鳩町会計年度任用職員の給
与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例について

斑鳩町下水道条例の一部を改正する条例について

斑鳩町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

令和７年度斑鳩町一般会計補正予算（第 12 号）について

令和７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について

令和７年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について

令和７年度斑鳩町下水道事業会計補正予算（第２号）について

令和８年度斑鳩町一般会計予算について

令和８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について

令和８年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について

令和８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について

令和８年度斑鳩町下水道事業会計予算について

町長専決処分について承認を求めることについて（令和７年度斑鳩町一般会計補正
予算（第 10 号）について）

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）～（その３）

副町長の選任について同意を求めることについて

斑鳩町教育委員会委員の任命について同意を求めることについて

議会の委任による町長専決処分の報告について（令和７年度斑鳩町一般会計補正予
算（第 11 号）について）

監査結果報告について

令和８年度斑鳩町文化振興財団事業計画の報告について

斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条
例について

斑鳩町議会傍聴規則の一部を改正する規則について

町道認定について

斑鳩町乳児等通園支援事業の実施に関する条例について 厚生

総務

厚生

建設

総務

厚生

建設

予算

建設

満場一致で可決

賛成多数で可決

満場一致で可決

賛成多数で可決

満場一致で可決

賛成多数で可決

賛成多数で可決

満場一致で可決

満場一致で可決

賛成多数で可決

満場一致で可決

満場一致で承認

満場一致で認定

満場一致で
適任と答申

満場一致で同意

報告

中井充啓氏、
北山裕見子氏、
森田敬子氏を
推薦すること
に適任と答申

加藤惠三氏を
選任すること
に同意

中川佳之氏を
任命すること
に同意

15ページに
賛否の討論

14ページに
賛否の討論

13ページに
賛否の討論

14ページに
賛否の討論

13ページに
賛否の討論

なかい あつひろ

きたやま ゆみこ

もりた けいこ

かとう けいぞう

なかがわよしゆき

令和８年第１回定例会では、それぞれの議案を委員会に付託し、
詳しく審査しています。
議案の内容などについては、各委員会の記事をごらんください。

　　予算：予算審査特別委員会　　　３ページ
　　建設：建設常任委員会　　　　１０ページ
　　厚生：厚生常任委員会　　　　１１ページ
　　総務：総務常任委員会  　 　　１２ページ

町ホームページでも議案・審議結果について、アップしています。



❸

令和８年度予算審査 

一
般
会
計

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
導
入

問
　
新
た
に
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
を
導
入
さ
れ
る
が
、
紙
と

デ
ー
タ
の
保
存
方
法
は
。

答
　
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
は
文
書
の
電
子
化
へ
の
対

応
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で

は
な
く
、
電
子
文
書
、
紙
文
書

と
も
に
文
書
の
受
付
収
受
、
起

案
決
裁
、
保
存
管
理
、
廃
棄
に

至
る
ま
で
の
一
連
の
業
務
を
シ

ス
テ
ム
化
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。
電
子
文
書
と
紙
文
書
は

並
行
し
な
が
ら
保
存
管
理
を
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

家
庭
用
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

　費
用
の
助
成
制
度
を
創
設

問
　
家
庭
用
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

補
助
金
の
要
件
や
設
置
基
準
は
。

答
　
要
件
で
一
番
重
要
な
点
は
、

公
共
空
間
（
道
路
や
公
園
等
）

の
撮
影
範
囲
が
２
分
の
１
以
上

と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
犯

罪
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
警
察

文
化
財
の
価
値
や
魅
力
を
発
信

問
　（
仮
称
）斑
鳩
町
文
化
財

未
来
共
創
実
行
委
員
会
の
設
立

目
的
は
。

答
　（
仮
称
）斑
鳩
町
文
化
財

未
来
共
創
事
業
は
、
文
化
財
を

将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
保

存
・
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、

文
化
財
の
維
持
管
理
は
も
ち
ろ

ん
、
地
元
で
あ
る
町
全
体
の
文

化
財
の
価
値
や
魅
力
発
信
に
よ

る
誘
客
、
ま
た
周
辺
地
域
の
に

ぎ
わ
い
創
出
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
民
間
企
業

や
関
係
団
体
と
連
携
し
実
行
委

員
会
を
立
ち
上
げ
、
官
民
連
携

に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
の
イ

ベ
ン
ト
の
実
施
や
、
ま
た
文
化

が
そ
の
お
宅
に
赴
き
、
捜
査
上

の
許
可
を
取
っ
た
上
で
、
映
像

デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
い
た

だ
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

近
隣
の
同
意
等
に
つ
い
て
は
、

近
隣
の
方
に
設
置
を
す
る
旨
の

お
声
が
け
を
し
て
い
た
だ
く
程

度
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

令和8年度予算を可決
　令和８年度斑鳩町一般会計と各特別会計等の予算を審査するため、３月６日と９日に予算審査特
別委員会を開催しました。委員会では、委員から多くの質問や意見が出されました。今回は、その
主なものをご報告します。一般会計、特別会計等の予算は、すべて原案どおり可決すべきものと決
しました。

乳
児
等
通
園
支
援
事
業（
こ
ど

も
誰
で
も
通
園
事
業
）を
実
施

問
　
乳
児
等
通
園
支
援
事
業

（
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
事
業
）

の
事
前
面
談
の
費
用
に
つ
い
て
、

試
行
時
に
国
は
各
施
設
に
助
成

し
な
い
と
言
っ
て
い
た
が
、
そ

の
後
の
対
応
は
。

答
　
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
事
業

に
つ
い
て
は
、
保
護
者
は
各
施

設
を
初
め
て
利
用
す
る
際
に
、

施
設
で
事
前
面
談
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
の
試
行
時
に
は

事
前
面
談
に
対
す
る
国
か
ら
の

補
助
等
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
全
国
的
な
課
題
と
し
て
国

で
検
討
さ
れ
、
令
和
８
年
度
か

ら
事
前
面
談
に
つ
い
て
も
、
公

定
価
格
と
し
て
施
設
に
支
払
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ア
プ
リ
で

　
　
　
　
　  

健
康
増
進
を

問
　
新
年
度
か
ら
導
入
す
る
健

康
増
進
ア
プ
リ
に
つ
い
て
、
是

非
Ｐ
Ｒ
し
て
健
康
増
進
を
す
す

め
ら
れ
た
い
が
、
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
ア
プ
リ
か
。

答
　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
使
用
す
る

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ア
プ
リ
で
す
。

毎
日
の
歩
数
が
自
動
で
記
録
さ

れ
る
ほ
か
、
食
事
や
血
圧
、
体

脂
肪
な
ど
を
入
力
し
て
健
康
管

理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
10
月
に
は
ア
プ
リ
を

使
っ
た
「
歩
こ
う
会
」
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
予
定
で
す
。
高
齢
者

や
運
動
初
心
者
、
働
き
盛
り
世

代
な
ど
、
参
加
者
の
体
力
に
合

わ
せ
た
目
標
歩
数
コ
ー
ス
を
設

定
し
、
目
標
を
達
成
さ
れ
た
方

に
は
抽
選
で
デ
ジ
タ
ル
ギ
フ
ト

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
こ
と
を
検

討
し
て
い
ま
す
。

▲家庭用防犯カメラ



❹

財
セ
ン
タ
ー
で
の
特
別
映
像
上

映
な
ど
に
取
り
組
み
、
文
化
財

の
価
値
や
魅
力
を
、
町
民
を
含

め
広
く
情
報
発
信
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

学
校
へ
の
階
段
昇
降
機
の
配
置

に
よ
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実

問
　
斑
鳩
西
小
学
校
・
斑
鳩
中

学
校
に
階
段
昇
降
機
を
配
置
、

ま
た
支
援
員
も
配
置
さ
れ
る
予

定
だ
が
、
特
別
支
援
教
育
の
充

実
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
て
い

く
の
か
。

答
　
階
段
昇
降
機
の
導
入
に
際

し
て
は
、
安
全
か
つ
円
滑
に
使

用
が
で
き
る
よ
う
、
教
員
に
対

し
て
使
用
方
法
の
研
修
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
斑
鳩
西
小
学
校
に
お

い
て
は
肢
体
不
自
由
の
児
童
が

複
数
、
在
籍
さ
れ
る
こ
と
に
な

令和８年度予算審査 

る
こ
と
か
ら
、
新
年
度
、
新
た

に
町
独
自
の
加
配
と
し
て
介
助

支
援
員
を
１
名
配
置
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
特
別
支
援
教
育
の
観
点
と
し

て
は
、
階
段
昇
降
機
の
導
入
に

よ
り
、
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒

が
円
滑
に
校
内
を
移
動
で
き
る

環
境
の
実
現
に
つ
な
が
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。

小
学
校
長
期
休
業
期
間
中
の

　学
童
保
育
に
昼
食
の
提
供
を

問
　
学
童
保
育
室
に
お
け
る
小

学
校
長
期
休
業
期
間
中
の
昼
食

の
提
供
に
つ
い
て
、
今
ま
で
家

庭
か
ら
弁
当
を
持
っ
て
き
て
い

た
も
の
を
、
民
間
事
業
者
が
提

供
す
る
弁
当
注
文
・
決
済
代
行

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
弁
当
配

達
方
式
に
よ
る
昼
食
の
提
供
も

行
う
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
業

者
等
の
内
容
は
。

答
　
近
隣
の
町
で
も
導
入
さ
れ

て
い
る「
お
べ
ん
と
ね
！
っ
と
」

と
い
う
民
間
事
業
者
が
提
供
す

る
ア
プ
リ
の
導
入
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
こ
の
ア
プ
リ
で
保
護

者
の
方
が
直
接
弁
当
の
注
文
、

支
払
い
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
り
、
保
護
者
の
負
担
軽
減
、

ま
た
、
学
童
保
育
の
支
援
員
等

の
負
担
も
な
る
べ
く
な
い
よ
う

な
形
で
導
入
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

国
民
健
康
保
険
の

　
　一
人
当
た
り
の
医
療
費
は

問
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
数
が
減
少
し
て
い
る
と
の
こ

と
だ
が
、
一
人
当
た
り
の
医
療

費
の
状
況
は
。

答
　
療
養
給
付
費
と
療
養
費
を

足
し
た
一
人
当
た
り
の
医
療
費

と
し
て
は
、
令
和
５
年
度
で
46

万
４
千
円
、
令
和
６
年
度
で
49

万
８
千
円
、
令
和
７
年
度
の
見

込
み
で
53
万
円
程
度
と
な
っ
て

い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
率

　
　
　
　
　
　の
改
定
内
容
は

問
　
令
和
８
年
度
・
令
和
９
年

度
の
保
険
料
率
の
改
定
内
容
は
。

答
　
令
和
８
年
度
・
令
和
９
年

度
の
保
険
料
改
定
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
令
和
６
年
度
・
令
和
７

年
度
の
所
得
割（
医
療
分
）が

10･

55
％
で
し
た
が
、
子
ど
も

分
が
創
設
さ
れ
、
医
療
分
で
10

･

63
％
、
子
ど
も
分
で
０･

25
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
均
等
割
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
令
和
６
年
度
・
令
和
７
年

度
の
医
療
分
で
５
万
１
，
５
０

０
円
で
あ
り
ま
し
た
が
、
令
和

８
年
度
・
令
和
９
年
度
で
は
、

医
療
分
が
５
万
７
，
１
０
０
円
、

子
ど
も
分
が
１
，
４
０
０
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。

下
水
道
事
業
会
計

公
共
下
水
道
事
業
の

　
　
　
　
　接
続
見
込
は

問
　
公
共
下
水
道
の
新
規
加
入

２
０
０
件
を
見
込
ん
で
い
る
が
、

そ
の
積
算
の
内
訳
は
。

答
　
２
０
０
件
の
内
訳
に
つ
い

て
は
、
令
和
７
年
度
で
供
用
開

始
す
る
件
数
の
う
ち
７
割
の
接

続
を
見
込
ん
で
お
り
、
そ
の
分

と
し
て
１
１
０
件
、
令
和
６
年

度
ま
で
の
整
備
に
伴
う
未
接
続

の
家
屋
の
申
請
で
50
件
を
見
込

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
他
開
発
等

に
伴
う
接
続
で
40
件
を
見
込
ん

で
い
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
た
く
さ
ん
の
質

疑
回
答
が
あ
り
、
審
議
を
深
め

ま
し
た
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
予
算
、
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

は
、
賛
否
の
討
論
が
あ
り
ま
し

た
。

（
本
会
議
で
の
討
論
は

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
14･

15
）

　
　
　
　
　（
横
田
委
員
長
記
）

予
算
審
査
特
別
委
員
会

委 

員 

長
　
　
　
横 

田 

敏 

文

副
委
員
長
　
　
　
木 

澤 

正 

男

委
　
　
員
　
　
　
溝
部
真
紀
子

　
　
〃            

齋 

藤 

文 

夫

　
　
〃            

伴
　  

吉 

晴

　
　
〃            

宮 

﨑 

和 

彦

　
　
〃            

奥 

村 

容 

子



❺

　一般質問とは、議員が町の行政全般について質問し、是正を求めた
り、新たな施策の提案を行ったりするものです。
　本定例会での一般質問は、３月４日・５日の両日、６人の議員が行
いました。質問と答弁の内容を要約し、お知らせします。

※紙面の都合により、◎の質問のみ掲載しています。

奥
村
容
子
・
５
ペ
ー
ジ

〇
文
字
の
読
み
書
き
に
困
難
を

抱
え
る
人
や
高
齢
者
・
外
国

人
等
へ
の
配
慮
に
つ
い
て

◎
屋
外
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
移

動
式
の
子
育
て
支
援
ス
ペ
ー

ス
の
必
要
性
に
つ
い
て

〇
映
像
通
報
シ
ス
テ
ム
「
Ｌ
Ｉ

Ｖ
Ｅ
１
１
９
」に
つ
い
て

伴
吉
晴
・
６
ペ
ー
ジ

◎
民
間
と
の
い
ろ
い
ろ
な
分
野

で
の
協
定
締
結
に
つ
い
て

小
城
世
督
・
７
ペ
ー
ジ

○
地
域
交
通
の
再
構
築
と
ラ
イ

ド
シ
ェ
ア
活
用
に
つ
い
て

◎
南
海
ト
ラ
フ
地
震
を
見
据
え

た
家
庭
防
災
力
向
上
に
つ
い

て
齋
藤
文
夫
・
７
ペ
ー
ジ

〇
特
定
外
来
生
物
の
被
害
防
止

対
策
に
つ
い
て

◎
道
路
や
道
路
施
設
の
安
全
管

理
に
つ
い
て

〇
業
務
継
続
計
画
の
策
定
に
つ

い
て

〇
住
民
か
ら
寄
贈
本
の
受
け
入

れ
と
リ
ユ
ー
ス
に
つ
い
て

木
澤
正
男
・
８
ペ
ー
ジ

〇
国
民
健
康
保
険
税
前
納
方
針

へ
の
対
応
に
つ
い
て

◎
公
共
施
設
ト
イ
レ
へ
の
生
理

用
品
の
設
置
に
つ
い
て

〇
時
間
外
勤
務
に
対
す
る
手
当

等
の
未
払
い
問
題
に
つ
い
て

○
保
育
所
入
所
希
望
の
状
況
と

待
機
児
対
策
に
つ
い
て

○
香
害
・
化
学
物
質
過
敏
症
対

策
に
つ
い
て

溝
部
真
紀
子
・
９
ペ
ー
ジ

○
給
食
無
償
化
に
つ
い
て

◎
道
路
交
通
法
改
正
を
踏
ま
え

た
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て

一　般　質　問

屋
外
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る

移
動
式
の
子
育
て
支
援
ス
ペ
ー
ス
の

必
要
性
に
つ
い
て

議
員
　
小
さ
な
お
子
さ
ん
を
連

れ
て
、
町
内
で
開
催
さ
れ
た
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
さ
れ
た
方
か
ら
、

「
子
ど
も
の
お
む
つ
を
替
え
る

場
所
が
な
く
て
困
り
ま
し
た
。

町
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に

子
ど
も
の
お
む
つ
を
替
え
る
場

所
が
あ
れ
ば
、
子
ど
も
を
連
れ

て
安
心
し
て
参
加
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
」
と
ご
要
望
を

お
聞
き
し
、
こ
の
質
問
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
史
跡
中
宮
寺
跡
歴
史
公
園
で

の
イ
ベ
ン
ト
や
、
町
の
防
災
訓

練
な
ど
、
家
族
連
れ
で
参
加
で

き
る
イ
ベ
ン
ト
に
、
授
乳
や
お

む
つ
替
え
環
境
の
確
保
の
た
め

の
「
子
育
て
支
援
ス
ペ
ー
ス
」

が
必
要
と
思
い
ま
す
が
、
斑
鳩

町
と
し
て
の
お
考
え
を
伺
い
ま

す
。
　

住
民
生
活
部
次
長
　
町
と
し
て

は
、
第
３
次
斑
鳩
町
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
お
い

て
も
、
こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会

を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

　
子
ど
も
や
子
育
て
中
の
方
々

が
、
気
兼
ね
な
く
様
々
な
制
度

や
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ

う
、
地
域
社
会
、
企
業
な
ど

様
々
な
場
で
、
子
ど
も
や
子
育

て
中
の
方
々
を
応
援
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
屋
外
イ
ベ

ン
ト
に
お
い
て
も
お
む
つ
替
え

や
授
乳
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を

広
く
提
供
す
る
こ
と
で
、
乳
幼

児
や
保
護
者
が
安
心
し
て
外
出

で
き
る
環
境
づ
く
り
に
つ
な
が

る
と
考
え
ま
す
。

　
今
後
は
、
開
催
場
所
や
気
候

奥村 容子



一　般　質　問

❻

　斑鳩町議会では「開かれた議会」をめざしています。
みなさんの選んだ議員が、議場や委員会でどのような発言をし、行政はどう答えている
のか、みなさんご自身でお確かめください。
　また、事前に通告された一般質問の要旨は、斑鳩町ホームページの「斑鳩町議会」に
掲載しています。

議会を傍聴してみませんか？

【一般質問要旨】

な
ど
に
も
配
慮
し
な
が
ら
様
々

な
手
法
を
用
い
て
、
「
子
育
て

支
援
ス
ペ
ー
ス
」
の
確
保
と
分

か
り
や
す
い
案
内
に
努
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
町
が
助
成
し
て
い
る

イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
補
助

担
当
課
か
ら
実
施
団
体
に
対
し

て
「
子
育
て
支
援
ス
ペ
ー
ス
」

を
配
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
呼

び
か
け
て
い
く
な
ど
の
取
り
組

み
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

議
員
　
ぜ
ひ
と
も
「
移
動
式
子

育
て
支
援
ス
ペ
ー
ス
」
の
設
置

や
、
状
況
に
合
わ
せ
て
、
防
災

テ
ン
ト
を
「
子
育
て
支
援
ス

ペ
ー
ス
」
と
し
て
活
用
す
る
な

ど
し
て
、
負
担
軽
減
を
図
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
も
要
望
し
ま
す
。

民
間
と
の
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
の

　
　
　
　
　協
定
締
結
に
つ
い
て

議
員
　
斑
鳩
町
で
は
、
連
携
・

包
括
協
定
に
つ
い
て
、
数
多
く

協
定
を
締
結
さ
れ
て
い
る
。
防

災
協
定
は
、
ど
の
よ
う
な
協
定

内
容
な
の
か
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く

の
だ
が
、
他
の
協
定
、
特
に
民

間
事
業
者
と
締
結
し
て
い
る
協

定
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
、
協

定
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
実
績

や
そ
の
効
果
に
つ
い
て
伺
う
。

総
務
部
長
　
本
町
で
は
、
多
様

化
・
複
雑
化
す
る
地
域
課
題
に
、

迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
す
る
た

め
、
民
間
企
業
や
大
学
な
ど
が

持
つ
専
門
知
識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
、

資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
連
携

協
定
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い

ま
す
。

　
現
在
の
主
な
締
結
状
況
は

「
ま
ち
づ
く
り
・
観
光
振
興
」

の
分
野
で
は
、
９
団
体
と
６
つ

の
協
定
を
、
「
防
災
・
安
全
安

伴　吉晴　

心
」
の
分
野
で
は
、
28
団
体
と

24
の
協
定
を
、
「
教
育
・
文
化

ス
ポ
ー
ツ
振
興
」
の
分
野
で
は
、

８
団
体
と
３
つ
の
協
定
を
締
結

し
て
い
ま
す
。

議
員
　
民
間
と
多
数
の
連
携
協

定
を
結
ん
で
い
る
が
、
ど
の
よ

う
な
き
っ
か
け
で
協
定
は
締
結

さ
れ
た
の
か
を
伺
う
。

総
務
部
長
　
協
定
の
締
結
に
至

る
経
緯
は
、
相
手
方
に
よ
っ
て

大
き
く
２
つ
の
ケ
ー
ス
に
分
か

れ
ま
す
。

　
は
じ
め
に
、
民
間
企
業
と
の

協
定
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
が

企
業
か
ら
の
提
案
を
き
っ
か
け

と
し
て
い
ま
す
。

　
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
や
事

業
展
開
の
一
環
と
し
て
、
本
町

を
対
象
と
し
た
連
携
の
申
し
出

に
よ
り
、
本
町
が
そ
の
提
案
を

有
益
と
判
断
し
た
場
合
に
協
定

の
締
結
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
学
校
と
の
協
定
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
関
わ

り
が
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

議
員
　
今
後
の
民
間
と
の
連
携

協
定
に
つ
い
て
、
町
の
考
え
を

伺
う
。

町
長
　
民
間
企
業
や
大
学
と
の

連
携
協
定
は
、
地
域
課
題
の
解

決
や
活
性
化
を
図
る
上
で
大
変

有
効
な
手
段
で
あ
る
と
認
識
し

て
お
り
ま
す
。

　
一
方
で
、
協
定
の
締
結
は
あ

く
ま
で
出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
協

定
が
確
実
に
成
果
に
結
び
つ
く

よ
う
、
実
効
性
を
重
視
し
た
質

の
高
い
連
携
体
制
の
構
築
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。

▲協定式のようす



町政ここが聞きたい

❼

議
員
　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
は
今

後
30
年
以
内
の
発
生
確
率
が
高

い
と
さ
れ
て
お
り
、
発
災
直
後

72
時
間
は
「
自
助
」
が
極
め
て

重
要
に
な
り
ま
す
。
特
に
家
庭

で
の
水
や
食
料
な
ど
の
備
蓄
は

命
を
守
る
基
盤
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
町
に
お
け
る
家
庭

内
備
蓄
の
現
状
に
つ
い
て
お
伺

い
し
ま
す
。

総
務
部
長
　
総
合
計
画
の
策
定

南海トラフ地震を見据えた
　　　　　家庭防災について

小城　世督

時
に
実
施
す
る
住
民
意
識
調
査

で
、
防
災
へ
の
備
え
に
つ
い
て

調
査
し
て
い
ま
す
。
令
和
６
年

度
調
査
で
は
「
日
頃
か
ら
災
害

に
備
え
て
い
る
」
と
の
回
答
は

50
・
６
％
で
、
平
成
27
年
度

33
・
４
％
、
平
成
30
年
度
48
・

４
％
と
比
べ
て
高
く
な
っ
て
お

り
、
防
災
意
識
は
高
ま
っ
て
い

る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

議
員
　
備
蓄
率
の
向
上
は
確
認

で
き
ま
し
た
が
、
約
半
数
の
家

庭
で
は
十
分
な
備
え
が
で
き
て

い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

南
海
ト
ラ
フ
の
よ
う
な
広
域
災

害
で
は
物
流
停
止
も
想
定
さ
れ
、

少
な
く
と
も
３
日
分
、
可
能
で

あ
れ
ば
１
週
間
分
の
備
蓄
が
必

要
で
す
。
家
庭
備
蓄
を
促
進
す

る
具
体
的
な
取
組
み
を
伺
い
ま

す
。

総
務
部
長
　
防
災
ハ
ザ
ー
ド
マ

ッ
プ
へ
の
掲
載
、
広
報
紙
や
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
周
知
、
防

災
訓
練
や
出
前
講
座
な
ど
を
通

じ
て
啓
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。

日
常
の
食
品
を
少
し
多
め
に
買

い
置
き
し
、
消
費
し
な
が
ら
補

充
す
る
「
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ

ク
法
」
の
周
知
も
行
っ
て
い
ま

す
。

議
員
　
し
か
し
住
民
か
ら
は

「
何
を
ど
れ
だ
け
備
え
れ
ば
よ

い
か
分
か
り
に
く
い
」
「
費
用

負
担
が
大
き
い
」
と
い
っ
た
声

も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
防
災

用
品
の
購
入
補
助
や
町
内
事
業

者
と
連
携
し
た
割
引
制
度
な
ど
、

家
庭
備
蓄
を
後
押
し
す
る
仕
組

み
の
導
入
に
つ
い
て
町
の
考
え

を
お
伺
い
し
ま
す
。

総
務
部
長
　
町
で
は
共
助
の
観

点
か
ら
自
主
防
災
組
織
へ
の
活

動
助
成
制
度
を
設
け
、
地
域
で

の
防
災
資
機
材
整
備
や
訓
練
活

動
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
現
時
点
で
は
家
庭
へ
の

直
接
的
な
購
入
補
助
制
度
の
導

入
の
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
。

議
員
　
家
庭
防
災
力
の
向
上
は

地
域
全
体
の
防
災
力
の
基
盤
と

な
り
ま
す
。
家
庭
で
の
備
え
が

日
常
生
活
の
中
に
根
づ
く
よ
う
、

今
後
も
取
組
み
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

道
路
や
道
路
施
設
の

　
　
　
　安
全
管
理
に
つ
い
て

議
員
　
道
路
は
交
通
機
能
の
ほ

か
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
盤
で
、

防
災
な
ど
多
様
な
役
割
を
担
う

最
も
基
本
的
な
社
会
イ
ン
フ
ラ

で
あ
る
。
安
全
で
安
心
し
て
利

用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
道
路
の
破
損
、
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
破
損
、

横
断
歩
道
や
道
路
標
識
な
ど
の

点
検
は
い
か
が
か
。

都
市
建
設
部
長
　
年
間
を
通
じ

て
点
検
エ
リ
ア
を
決
め
、
毎
月
、

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て

い
る
。

　
道
路
陥
没
、
舗
装
劣
化
、
カ
ー

ブ
ミ
ラ
ー
の
鏡
面
・
支
柱
・
角

度
や
標
識
等
の
状
況
、
ま
た
、

防
護
柵
の
破
損
等
の
有
無
、
外

側
線
や
路
面
標
示
の
劣
化
具
合

な
ど
を
点
検
し
て
い
る
。

　齋藤　文夫 

　
さ
ら
に
日
本
郵
便
株
式
会
社

と
協
定
し
て
、
道
路
損
傷
等
の

情
報
提
供
を
お
願
い
し
て
い
る
。

議
員
　
橋
梁
の
点
検
は
い
か
が

か
。

都
市
建
設
部
長
　
町
内
69
橋
を

５
年
間
に
分
け
て
、
予
算
の
平

準
化
を
図
り
な
が
ら
計
画
的
に

点
検
を
進
め
て
い
る
。

　
４
段
階
で
評
価
し
、
１
橋
が

早
期
措
置
が
必
要
で
、
来
年
度

に
補
修
設
計
、
再
来
年
度
に
補

修
工
事
を
予
定
し
て
い
る
。

議
員
　
安
全
で
環
境
面
に
配
慮

し
た
水
路
対
策
は
い
か
が
か
。

都
市
建
設
部
長
　
水
路
の
清
掃

や
点
検
で
蓋
が
支
障
に
な
る
場

合
が
あ
る
の
で
、
蓋
の
設
置
は

基
本
的
に
し
て
い
な
い
。

　
た
だ
し
、
歩
行
者
の
往
来
や

車
の
交
通
量
が
多
い
主
要
な
幹

▲家庭用防災用品



❽

議会だよりと会議録（本会議、委員会）が
　　　斑鳩町ホームページで閲覧できます。

（議会だより） （会議録）

　斑鳩町ホームページ（斑鳩町議会）で、
№５２（平成19年5月1日発行）以降の議会
だよりと、平成13年以降の会議録が閲覧
できます。

一　般　質　問

線
道
路
に
接
す
る
水
路
な
ど
は
、

蓋
の
設
置
や
転
落
防
止
柵
を
設

置
す
る
な
ど
の
安
全
対
策
を
講

じ
て
い
る
。

議
員
　
住
民
が
道
路
、
橋
梁
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、
カ
ー
ブ
ミ

ラ
ー
、
道
路
標
識
な
ど
の
危
険

個
所
を
発
見
し
た
場
合
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
素
早

く
通
報
し
て
対
応
し
て
い
た
だ

く
制
度
の
導
入
は
い
か
が
か
。

都
市
建
設
部
長
　
本
年
３
月
２

日
か
ら
は
、
グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ

を
使
用
し
た
「
い
か
る
が
Ｗ
　

Ｅ
Ｂ
マ
ッ
プ
」
を
導
入
し
た
。

利
用
者
か
ら
の
情
報
と
画
像
を

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
投
稿
で
き

る
機
能
が
あ
る
。

　
広
報
い
か
る
が
３
月
号
と
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
方

法
を
掲
載
し
て
お
り
、
ご
利
用

い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
員
　
女
性
が
生
涯
で
経
験
す

る
生
理
は
４
０
０
回
以
上
と
言

わ
れ
て
お
り
、
生
理
用
品
の
出

費
は
50
万
円
以
上
か
か
る
と
い

う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す
。

　
生
理
の
貧
困
が
コ
ロ
ナ
禍
で

顕
在
化
し
た
こ
と
を
受
け
、
内

閣
府
の
調
査
で
は
全
小
・
中
学

校
の
ト
イ
レ
に
生
理
用
品
を
設

置
し
て
い
る
区
市
町
村
は
２
９

５
、
ま
た
、
庁
舎
の
ト
イ
レ
に

　公共施設トイレに
　　　　　生理用品の設置を

生
理
用
品
を
設
置
し
て
い
る
自

治
体
は
１
２
１
に
の
ぼ
り
、
ト

イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
と
同
様
に

予
算
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
　

　
こ
う
し
た
全
国
的
な
状
況
も

踏
ま
え
、
斑
鳩
町
で
も
学
校
だ

け
で
な
く
公
共
施
設
に
も
生
理

用
品
を
設
置
し
、
必
要
な
人
が

利
用
し
や
す
い
状
況
を
つ
く
っ

て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

住
民
生
活
部
長
　
本
町
で
は
、

社
会
福
祉
協
議
会
と
連
携
し
令

和
３
年
５
月
か
ら
生
理
用
品
の

窓
口
配
布
を
継
続
し
て
実
施
し

て
お
り
、
単
に
生
理
用
品
を
提

供
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く

経
済
的
困
窮
や
Ｄ
Ｖ
等
の
困
難

を
抱
え
る
方
を
適
切
な
支
援
に

つ
な
げ
て
い
く
こ
と
に
重
点
を

置
い
て
い
ま
す
。
窓
口
で
の
配

布
に
よ
り
、
職
員
が
直
接
対
応

す
る
こ
と
で
、
背
景
に
あ
る
課

題
の
把
握
や
必
要
な
支
援
制
度

へ
の
案
内
、
相
談
窓
口
へ
の
橋

渡
し
と
い
っ
た
、
物
品
提
供
に

と
ど
ま
ら
な
い
支
援
を
行
っ
て

い
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
町
立
小
・
中
学
校
で
児
童
生

徒
の
意
見
を
尊
重
し
女
子
ト
イ

レ
内
へ
の
生
理
用
品
の
配
置
を

開
始
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
学

校
と
い
う
限
定
的
な
環
境
に
お

け
る
教
育
的
配
慮
と
し
て
実
施

し
て
い
る
も
の
で
す
。
公
共
施

設
へ
の
ト
イ
レ
内
設
置
に
つ
い

て
は
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
困

難
を
抱
え
る
方
へ
の
支
援
と
い

う
機
能
が
失
わ
れ
る
懸
念
、
不

特
定
多
数
の
方
が
利
用
さ
れ
る

こ
と
に
よ
る
管
理
上
の
課
題
等

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に

お
い
て
は
、
引
き
続
き
窓
口
で

の
配
布
を
基
本
と
す
る
方
針
を

継
続
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員
　
対
面
で
は
受
け
取
り
づ

ら
い
と
い
う
声
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
ど
う
考
え
ま
す
か
。

副
町
長
　
ト
イ
レ
に
設
置
さ
れ

た
カ
ー
ド
を
窓
口
に
持
っ
て
行

く
こ
と
で
言
葉
を
交
わ
す
こ
と

な
く
受
け
取
り
で
き
ま
す
が
、

何
か
い
い
方
法
が
あ
る
か
、
引

き
続
き
考
え
て
い
き
ま
す
。

木澤　正男

▲トイレ内に設置された
　生理用品のイメージ



❾

道
路
交
通
法
改
正
に
つ
い
て

議
員
　
２
０
２
６
年
は
道
路
交

通
法
が
改
正
さ
れ
ま
す
。
改
正

に
対
す
る
周
知
、
啓
発
活
動
に

つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

都
市
建
設
部
長
　
近
年
、
自
転

車
が
関
係
す
る
交
通
事
故
は
全

国
的
に
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
マ
ナ
ー

の
向
上
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

　
令
和
８
年
４
月
か
ら
自
転
車

の
交
通
違
反
に
対
し
て
反
則
金

の
納
付
が
通
告
さ
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
青
切
符
制
度
の
導
入
を
含

む
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
本
町
に
お
き
ま
し
て
も
、
情

報
提
供
や
周
知
啓
発
は
重
要
と

考
え
て
お
り
、
広
報
い
か
る
が

に
お
い
て
昨
年
の
11
月
と
今
年

の
３
月
に
啓
発
記
事
を
掲
載
し
、

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
や
違
反
行

為
を
イ
ラ
ス
ト
等
で
分
か
り
や

す
く
周
知
し
て
お
り
ま
す
。

議
員
　
日
本
の
現
状
で
は
、
自

転
車
を
歩
行
者
の
延
長
と
し
て
、

自
身
は
車
よ
り
優
先
さ
れ
る
べ

き
交
通
弱
者
で
あ
る
と
考
え
る

人
も
多
く
存
在
し
、
警
察
庁
の

調
査
で
は
、
自
転
車
の
事
故
で

亡
く
な
っ
た
人
の
８
割
、
け
が

を
し
た
人
の
７
割
が
何
ら
か
の

ル
ー
ル
違
反
を
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
こ
の
改
正
の
周
知
を
し
っ

か
り
し
て
頂
く
こ
と
で
、
事
故

が
減
少
す
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　
道
路
交
通
法
改
正
に
あ
わ
せ

て
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
助
成

制
度
の
創
設
に
つ
い
て
お
伺
い

し
ま
す
。

都
市
建
設
部
長
　
ヘ
ル
メ
ッ
ト

着
用
は
自
転
車
利
用
時
の
安
全

確
保
の
た
め
に
重
要
な
手
段
で

あ
る
一
方
、
令
和
７
年
９
月
の

県
民
ウ
ェ
ブ
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て
い
な

い
理
由
に
、
「
着
用
が
面
倒
だ

か
ら
」
「
頭
が
蒸
れ
て
不
快
」

な
ど
、
着
用
率
が
進
ま
な
い
主

な
要
因
は
、
自
転
車
利
用
者
の

意
識
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

結
果
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
本

町
で
は
、
自
転
車
利
用
者
の
安

全
対
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま

ず
自
身
を
守
る
た
め
自
転
車
を

利
用
す
る
際
に
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト

が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
意

識
改
革
を
最
優
先
と
し
て
取
り

組
ん
で
お
り
ま
す
。

　
開
会
時
間
は
、午
前
９
時
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　（
広
報
発
行
常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）

　
日
程
・
時
間
は
、
一
部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
議
会
事
務
局
　
1（
７
４
）１
０
９
１（
直
通
）

議
会
の
日
程

閉
会
中
の
委
員
会

令
和
８
年
６
月
議
会

事
情
に
よ
り
開
催
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
は
、役
場
３
階
で
す
。

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。

６
月
１
日（
月
） 

本
会
議
初
日

（
委
員
長
報
告
、提
案
説
明
、議
案
上
程
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

4
日（
木
） 

一
般
質
問

5
日（
金
） 

一
般
質
問

８
日（
月
） 

建
設
常
任
委
員
会

９
日（
火
） 

厚
生
常
任
委
員
会

10
日（
水
） 

総
務
常
任
委
員
会

15
日（
月
） 

議
会
運
営
委
員
会

18
日（
木
） 

本
会
議
最
終
日（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

５
月
20
日（
水
） 

建
設
常
任
委
員
会

21
日（
木
） 

厚
生
常
任
委
員
会

22
日（
金
） 

総
務
常
任
委
員
会

26
日（
火
） 

議
会
運
営
委
員
会

臨
時
議
会
の
予
定

事
情
に
よ
り
開
催
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

５
月
8
日（
金
）

本
会
議
初
日
に
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

一
般
質
問
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。

溝部　真紀子

傍
聴
席
で
は
、
周
囲
の
方
と
適
度
な

間
隔
を
空
け
て
ご
着
席
く
だ
さ
い
。

町政ここが聞きたい



委員会のうごき

◎
斑
鳩
町
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
地
震
等
の
災
害
時
に
多
く
の

家
屋
で
排
水
設
備
等
が
破
損
し
、

町
の
指
定
を
受
け
た
排
水
設
備

指
定
工
事
店
自
身
も
被
災
し
た

場
合
に
、
災
害
復
旧
を
円
滑
に

実
施
で
き
る
よ
う
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。
具
体
的
に

は
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合

に
お
い
て
、
町
長
が
必
要
と
認

め
る
と
き
は
、
他
の
市
町
村
長

の
指
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て

も
、
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工

事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
も
の
で
す
。

◎
令
和
７
年
度
斑
鳩
町
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

に
つ
い
て

　
令
和
７
年
の
人
事
院
勧
告
等

に
よ
る
人
件
費
の
補
正
で
、
収

益
的
収
入
及
び
支
出
で
33
万
４

千
円
の
増
額
補
正
を
、
資
本
的

収
入
及
び
支
出
で
１
７
０
万
円

の
減
額
補
正
を
す
る
も
の
で
す
。

◎
町
道
認
定
に
つ
い
て

　
開
発
道
路
７
路
線
と
位
置
指

定
道
路
１
路
線
の
合
計
８
路
線

の
町
道
認
定
を
行
う
も
の
で
す
。

　
３
月
11
日
、
全
委
員
出
席
の
も
と
建
設
常
任
委
員
会
を
開
催
し
ま

し
た
の
で
、そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
３
議
案
は
、
す
べ
て
満
場
一
致
で

原
案
ど
お
り
可
決
・
認
定
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

建
設
常
任
委
員
会

委
員
会
付
託
議
案

　議会に上程された議案書は、役場３階の議会事務局で閲覧することができます。
それぞれの議案について詳しく知りたい場合は、役場３階の議会事務局までお越し
ください。

議会事務局（☎７４－１０９１・直通）

議会の議案書を閲覧できます

継
続
審
査

〇
都
市
基
盤
整
備
事
業
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て

　
町
か
ら
の
報
告
事
項
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
委
員
か
ら

の
質
疑
に
よ
り
審
査
を
行
い
ま

し
た
。

〇
斑
鳩
町
に
お
け
る
発
掘
調
査

等
の
文
化
財
の
調
査
、
保
存
及

び
活
用
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い

て　
町
か
ら
次
の
２
項
目
に
つ
い

て
の
報
告
が
あ
り
、
審
査
を
行

い
ま
し
た
。

　
①
「
斑
鳩
考
古
学
講
座
」
に

つ
い
て
、
「
続
・
地
下
に
埋
も

れ
た
遺
跡
め
ぐ
り
」
と
題
し
て
、

町
内
の
西
側
に
所
在
す
る
神
代

古
墳
、
龍
田
城
跡
な
ど
の
遺
跡

を
案
内
す
る
講
座
を
、
３
月
７

日
に
開
催
し
、
11
人
の
方
に
ご

参
加
い
た
だ
い
た
こ
と
。

　
②
奈
良
大
学
と
の
共
同
調
査

の
経
過
に
つ
い
て
、
三
井
に
所

在
す
る
瓦
塚
３
号
墳
の
範
囲
の

確
認
を
目
的
と
し
た
発
掘
調
査

を
２
月
16
日
か
ら
開
始
し
て
、

古
墳
の
盛
土
を
確
認
す
る
と
と

も
に
、
一
部
の
調
査
区
で
墳
丘

の
葺
石
を
検
出
し
、
小
さ
な
埴

輪
の
破
片
が
出
土
し
た
こ
と
。

各
課
報
告
事
項

〇
令
和
７
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
12
号
）
に
つ

い
て

　
当
委
員
会
の
所
管
事
項
に
つ

い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

〇
斑
鳩
町
営
長
田
団
地
の
歩
道

修
繕
に
つ
い
て

・
旧
太
子
堂
の
南
側
の
町
道
補

修
工
事
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
齋
藤
委
員
長
記
）

そ
の
他

▲古墳の墳丘に葺かれた「葺石」

�



委員会のうごき

厚 生常任委員会

◎
斑
鳩
町
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
に
つ

い
て

　
斑
鳩
町
に
お
け
る
子
育
て
支

援
の
さ
ら
な
る
充
実
を
は
か
る

た
め
、
児
童
福
祉
法
及
び
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
等
に
基
づ

く
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
実

施
に
関
し
、
本
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。

　
主
な
制
定
内
容
は
、
実
施
主

体
や
実
施
施
設
、
事
業
の
内
容
、

利
用
要
件
、
利
用
申
込
及
び
利

用
決
定
、
利
用
時
間
、
利
用
者

負
担
な
ど
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◎
斑
鳩
町
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
令
和
８
年
度
か
ら
子
ど
も
子

 　３月13日、厚生常任委員会を開催しま
したので、その概要を報告します。
　本会議から付託を受けました５議案は、
すべて満場一致で原案どおり可決すべきも
のと決しました。

委
員
会
付
託
議
案

各
課
報
告
事
項

育
て
支
援
金
制
度
が
創
設
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

　
主
な
改
正
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

①
税
率
等
の
改
定

②
18
歳
未
満
被
保
険
者
に
係
る

　
均
等
割
額
の
減
額

③
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分

　
の
新
設
に
伴
う
軽
減
額
の
創

　
設

④
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

　
金
分
の
新
設
に
伴
う
未
就
学

　
児
均
等
割
額
の
軽
減
額
の
創

　
設

◎
斑
鳩
町
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
お

い
て
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

が
行
わ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ

の
見
直
し
に
よ
る
令
和
８
年
度

の
第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

へ
の
影
響
を
遮
断
し
、
第
９
期

介
護
保
険
事
業
計
画
中
に
お
け

る
、
保
険
者
の
責
め
に
帰
さ
な

い
保
険
料
収
入
不
足
を
可
能
な

限
り
防
ぐ
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

◎
令
和
７
年
度
斑
鳩
町
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
４
号
）
に
つ
い
て

　
人
件
費
所
要
額
の
補
正
、
保

険
基
盤
安
定
負
担
金
の
確
定
等

に
伴
う
予
算
補
正
で
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
５
１
５
万
８

千
円
を
追
加
し
、
29
億
６
，
９

０
６
万
５
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

◎
令
和
７
年
度
斑
鳩
町
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）
に
つ
い
て

　
保
険
事
業
勘
定
に
つ
い
て
は
、

令
和
７
年
の
人
事
院
勧
告
等
に

よ
る
人
件
費
に
係
る
予
算
補
正

等
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２

０
３
万
９
千
円
を
追
加
し
、
30

億
１
，
３
７
５
万
３
千
円
と
す

る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

勘
定
に
つ
い
て
は
、
予
算
の
総

額
を
補
正
す
る
こ
と
な
く
、
歳

出
予
算
の
款
項
の
み
を
補
正
す

る
も
の
で
す
。

○
環
境
保
全
及
び
ご
み
減
量

化
・
資
源
化
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て

　
生
駒
市
へ
の
可
燃
ご
み
の
搬

入
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

　
ご
み
積
替
え
施
設
の
ダ
ス
ト

ド
ラ
ム
に
亀
裂
が
生
じ
稼
働
を

停
止
し
た
こ
と
に
伴
い
、
施
設

の
修
繕
や
更
新
を
検
討
し
た
結

果
、
施
設
の
維
持
管
理
費
や
緊

急
時
の
対
応
な
ど
を
考
慮
し
、

当
初
予
定
し
て
い
た
パ
ッ
カ
ー

車
に
よ
る
運
搬
か
ら
、
コ
ン
テ

ナ
に
よ
る
運
搬
方
法
に
変
更
す

る
と
の
こ
と
で
す
。

〇
令
和
７
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
12
号
）
に
つ

い
て

　
当
委
員
会
の
所
管
事
項
に
つ

い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

〇
介
護
給
付
費
返
還
命
令
取
消

等
請
求
事
件
に
つ
い
て

〇
令
和
８
年
度
の
保
育
施
設
の

二
次
選
考
後
の
入
所
見
込
み
数

に
つ
い
て

　
　
　
（
奥
村
副
委
員
長
記
）

継
続
審
査

�



委員会のうごき

◎
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も

の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る

条
例
及
び
教
育
長
の
給
与
、
勤

務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　
本
条
例
改
正
は
、
令
和
７
年

の
人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
特

別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

こ
の
改
正
内
容
に
準
じ
て
、
町

長
、
副
町
長
、
教
育
長
の
期
末

手
当
の
支
給
月
数
を
引
き
上
げ

る
も
の
で
す
。

◎
斑
鳩
町
の
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
斑
鳩

町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　
本
条
例
改
正
は
、
令
和
７
年

の
人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
、
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
こ
の
改
正
内
容
に
準
じ
て
、

本
町
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与

改
定
を
行
う
と
も
に
、
諸
手
当

の
見
直
し
を
行
う
も
の
で
す
。

　◎
斑
鳩
町
消
防
団
員
等
公
務
災

害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　
本
条
例
改
正
は
、
政
令
改
正

に
伴
い
、
消
防
作
業
従
業
者
等

の
補
償
基
礎
額
等
の
見
直
し
を

行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

◎
令
和
７
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算（
第
12
号
）に
つ

い
て

　
本
補
正
予
算
は
、
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
３
億
７
，
３
１
５
万

円
を
追
加
し
、
総
額
１
２
４
億

３
，
７
１
５
万
１
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

　
令
和
７
年
の
人
事
院
勧
告
等

に
よ
る
人
件
費
、
事
業
完
了
な

ど
に
伴
う
不
用
額
の
補
正
の
ほ

か
、
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
南
側
地
区

の
町
道
３
０
９
号
線
な
ど
に
係

る
道
路
の
改
良
、
私
立
保
育
所

等
へ
の
入
所
委
託
、
高
齢
者
施

設
の
非
常
用
電
源
の
整
備
に
対

す
る
補
助
金
、
生
駒
市
へ
の
可

燃
ご
み
搬
出
方
法
変
更
に
伴
う

運
搬
車
両
調
達
に
係
る
委
託
料
、

防
災
重
点
た
め
池
の
耐
震
性
調

査
、
決
算
剰
余
金
見
込
額
の
基

金
へ
の
積
立
な
ど
歳
出
に
関
す

る
補
正
、
ま
た
、
普
通
交
付
税

の
追
加
交
付
な
ど
歳
入
に
関
す

る
補
正
等
で
す
。

　
３
月
16
日
、
全
委
員
出
席
の
も
と
総
務
常
任
委
員
会
を
開
催
し

ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

　
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
ま
し
た
４
議
案
は
、
い
ず
れ
も
満
場

一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

委
員
会
付
託
議
案

　
こ
の
ほ
か
、
町
へ
の
寄
附
金

は
財
政
調
整
基
金
に
積
み
立
て

ら
れ
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
の

財
源
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

○
学
校
教
育
環
境
に
つ
い
て

　
斑
鳩
町
学
校
施
設
長
寿
命
化

計
画（
案
）に
つ
い
て
、
本
編

の
案
を
作
成
し
た
と
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。
本
計
画
に
基
づ

き
、
建
築
年
次
が
古
い
順
に
長

寿
命
化
改
修
工
事
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
、
来
年
度
は
斑
鳩
小

学
校
の
長
寿
命
化
改
修
基
本
計

画
の
策
定
に
取
り
組
む
と
の
こ

と
で
す
。

 

中
学
校
部
活
動
の
地
域
展
開

に
向
け
た
取
組
状
況
に
つ
い
て
、

直
営
型
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
の
登

録
状
況
、
自
主
運
営
型
ク
ラ
ブ

の
状
況
、
事
業
開
始
に
向
け
た

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

〇
第
５
次
斑
鳩
町
総
合
計
画
・

後
期
基
本
計
画（
案
）に
つ
い

て〇
女(

ひ
と)

と
男(

ひ
と)

が
輝

く
未
来
計
画‐

第
４
次
斑
鳩
町

男
女
共
同
参
画
推
進
計
画‐

（
案
）に
つ
い
て

〇
斑
鳩
町
地
域
防
災
計
画
の
見

直
し
に
つ
い
て

〇
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ

い
て

〇
災
害
時
に
お
け
る
宿
泊
施
設

の
提
供
等
に
関
す
る
協
定
に
つ

い
て

・
町
議
会
に
提
出
さ
れ
た
要
望

書
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
小
城
委
員
長
記
）

継
続
審
査

各
課
報
告
事
項

そ
の
他

�

本 会 議 で の
討 論

　議案に対して賛否が分かれた場合等、議員が自己の賛
否の意見を表明し、その理由を述べる「討論」を行います。
　３月定例会で５件の討論が行われました。

斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を
改正する条例について
（　賛成多数で可決　）

【反対意見】溝部議員 【賛成意見】小城議員
　令和７年の国家公務員の給与に関する人事院勧告で
は、民間給与の状況を反映して、高水準のベースアップ
により、国家公務員の給与、ボーナス等が引き上げられ
ました。
　本条例の改定は、人事院勧告を受け、一般職の国家
公務員の給与改定に伴い、国の法律が改正されたこと
から、町議会議員の期末手当の支給月数を０．０５月分引
き上げるものです。　　
　人事院は、人事院勧告で、社会一般の情勢に適応する
ように、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給
与水準と均衡させることを基本としています。議員の期
末手当の改正にあたっては、これまでも、引き上げ、引き
下げともに、斑鳩町議会は国の人事院勧告を尊重してま
いりました。
　以上の理由から、今回の改定は必要なものだと考えま
すので、本議案について賛成します。

　発議第１号　斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部を改正する条例について
反対の立場から意見を申し述べます。
　今回の条例改正は、国家公務員等の給与改定に準じ
て、町議会議員の期末手当を引き上げ、昨年１２月に支
給済みの期末手当にまで遡及して増額を適用しようとす
るものです。
　議員の期末手当については、支給自体が任意であり、
国家公務員の給与が引き上がるからといって議員の期
末手当を引き上げる根拠になりません。議員の期末手当
は自らで決定できる仕組みです。
　いまだ先行きが見えない生活苦に直面している町民
の切実な声にしっかりと耳を傾けるならば、今、私たちが
なすべきは自らの期末手当の引き上げではありません。
　以上の理由から、本条例改正案には反対いたします。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、
勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について

（　賛成多数で可決　）

【反対意見】溝部議員 【賛成意見】横田議員
　令和７年の国家公務員の給与に関する人事院勧告は、
月例給、ボーナスともに、民間給与が国家公務員の給与
を上回るとの調査結果を受け、国家公務員の給与、期
末・勤勉手当等を引き上げることを内容とするものであ
りました。
　本条例改正は、この人事院勧告に基づく一般職の国
家公務員の給与改定に伴い、国の法律が改正されたこ
とから、この内容に準じ、町長、副町長、教育長の期末手
当の支給月数を０.０５月分引き上げるものです。
　特別職の期末手当の改正について、「引き上げ」「引き
下げ」ともに、国の人事院勧告の内容を尊重することは、
これまでからも町の方針として示されています。
　本条例改正についても、人事院勧告に準じたものであ
り、社会経済情勢を踏まえた内容であると考えられるこ
とから、私は今回の改正は必要なものであると考えます｡

　議案第２号　特別職の職員で常勤のものの給与及び
旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他
の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につい
ての内容の一部について、反対の立場で意見を申し述べ
ます。
　今回の改定は、人事院勧告や国家公務員の給与改定
に準じて、町長の期末手当を引き上げるものであります。
　私ども日本維新の会は、公約として「身を切る改革」を
掲げ、政治家自らが率先して改革の姿勢を示していくこ
とを訴えてまいりました。その立場から考えると、物価高
騰により生活に苦しんでいる住民が少なくない現状にお
いて、町長の期末手当を引き上げることについては、適切
であるのか、慎重に判断すべきであると考えます。
　本議案の町長の期末手当の増額については、引き上
げるべきではないと考え、本議案には反対をいたします。

�



本 会 議 で の
討 論

　議案に対して賛否が分かれた場合等、議員が自己の賛
否の意見を表明し、その理由を述べる「討論」を行います。
　３月定例会で５件の討論が行われました。

斑鳩町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を
改正する条例について
（　賛成多数で可決　）

【反対意見】溝部議員 【賛成意見】小城議員
　令和７年の国家公務員の給与に関する人事院勧告で
は、民間給与の状況を反映して、高水準のベースアップ
により、国家公務員の給与、ボーナス等が引き上げられ
ました。
　本条例の改定は、人事院勧告を受け、一般職の国家
公務員の給与改定に伴い、国の法律が改正されたこと
から、町議会議員の期末手当の支給月数を０．０５月分引
き上げるものです。　　
　人事院は、人事院勧告で、社会一般の情勢に適応する
ように、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給
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特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、
勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について

（　賛成多数で可決　）
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斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
（　賛成多数で可決　）

【反対意見】木澤議員 【賛成意見】井上議員
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「子ども・子育て支援金分の課税」について、改定が行
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の諮問を受け、国民健康保険運営協議会での審議を経
て、答申を得たものであり、手続きも適切であると考えま
す。
　また、奈良県も被保険者の負担増を抑制するため、基
金を投入することで、医療分などの保険税率を引き上げ
ない措置を講じられており、今回の改定はやむを得ない
ものと理解できるものです。
　今後も、安定した国民健康保険の財政運営を図るた
め、収納対策の強化や医療費の適正化などに努めてい
ただくことをお願いいたしまして、私の賛成意見とさせ
ていただきます。

　この条例改正は令和８年度から新たに子ども・子育て
支援金制度を創設するものです。
　所得割で０．３１％、均等割で１８歳以上の被保険者は
１，9００円が被保険者へ負担増となります。
　政府は「現役世代の負担軽減」を掲げながら、全ての
医療保険に「子ども・子育て支援金」を上乗せして徴収し
ます。
　子育て支援は社会保険の対象ではなく、医療保険料
を少子化対策に流用すること自体、疾病や老齢などの
健康リスクに備えるという公的医療保険の目的から大き
く逸脱しています。
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保険料が流用される危険があり、断じて認める訳にはい
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反対意見とさせていただきます。

令和８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について
（　賛成多数で可決　）

【反対意見】木澤議員 【賛成意見】坂口議員
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きまして、令和８年度の保険税率について慎重審議をさ
れ、改定を行うことで答申されたところです。
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予算が編成されており、妥当なものと考えます。
　町におかれては、引き続き国民健康保険の財政健全
化に努めていただくよう要望して、賛成意見といたします。
　　

　斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例
についての討論で述べましたように、令和８年度は子ど
も・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴
い、新たに子ども子育て支援金制度が創設され、国保会
計では子ども子育て支援金分として所得割で０．３１％、
均等割で１８歳以上の方は1，900円が被保険者の負担
増となります。
　今回、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に
ついては県の方で基金を取り崩し、値上げ抑制を図った
という点については一定、評価できるものの、先ほどの斑
鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい
てで述べた反対討論と同様の理由により、本議案には
賛成できないことを申し上げ、私の反対意見とさせてい
ただきます。
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本 会 議 で の
討 論

令和８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について
（　賛成多数で可決　）

【反対意見】木澤議員 【賛成意見】小城議員

　後期高齢者医療制度は、県内の全ての市町村で構成
された広域連合が運営主体であり、この制度における医
療に要する費用の推計、保険料率にかかわる事項は、す
べて広域連合において決定がなされるものであります。
　この制度において市町村に特別会計が設置されてい
るのは、市町村の事務とされている収納した保険料を広
域連合に納付することを明確にするためであり、令和８年
度の本町の特別会計予算については、決められた保険
料の総額や軽減に必要な財源等について、適正に予算
計上されています。
　なお、広域連合においては、将来の医療給付の増加に
伴う保険料負担も考慮しながら、剰余金を活用し、保険
料の上昇を抑制されており、被保険者への配慮もなされ
ています。
　以上の観点から、令和８年度の本特別会計予算につ
いては、賛成するものであります。

　令和８年度は保険料率の見直しが行われ、医療分の
均等割では、５１，５００円から５７，１００円へ、また所得割
では１０．５５％から１０．６３％へと引き上げとなります。
　さらに子ども・子育て支援金分が導入され、所得割
０．２５％、均等割１，４００円が新たに追加されます。
　これらの改定により、保険料はひとり当たり年間で平
均１０万６，０００円となる見込みです。前回改定時の平均
保険料が９万５，１５５円だったので、比較するとひとり当
たり１万円強の値上げとなります。
　近年、物価の上昇に対し年金の給付が追いついておら
ず、暮らしが大変な高齢者に対し、理不尽な負担を求め
る内容が含まれた予算には大きな問題があると考えま
す。
　以上のことから、本議案には賛成できないことを申し
上げ、私の反対意見とさせていただきます。
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議会をもっと身近に 
　　議会の傍聴ルールが変わりました
　斑鳩町議会では、住民の皆さまにより傍聴しやすい環境を整えるとともに、
会議を円滑に進めるため、斑鳩町議会傍聴規則を改正しました。
　みなさまの積極的な傍聴を、心よりお待ちしております。

・主な改正内容（令和８年４月から）

小学生だけで傍聴できるようになりました

これまでは、保護者の付き添いがない 12 歳未満の子どもは傍聴できませんでしたが、
小学生以上は付き添いなしで傍聴できるようになりました。

　より多くの方に傍聴いただきたいと考えておりますが、斑鳩町議会傍聴規則では、
刃物や傘等の危険物の持ち込みや、他の方への迷惑行為、垂れ幕の携帯やはちまき
の着用等による示威的行為、撮影・録音等は禁止されています。
　傍聴される方は、静粛の保持に努めていただきますよう、ご協力をお願いします。

品位保持に関する制約を見直しました

帽子・コート・マフラーなどの着用制限をなくしました。
帽子やコート等を着用のまま傍聴できます。


